
実施要領－1－ 

山梨市立笛川学園 義務教育学校施設整備事業 

基本設計業務委託者選定プロポーザル実施要領 
 

1. 目的 

「山梨市教育大綱」のもと、特色ある学校教育の推進に向け、「山梨市学校のあり方検

討委員会」を令和６年４月に設置し、本市の学校の在り方について検討を進めてまいり

ました。 

検討の結果、笛川小学校、笛川中学校の学区である牧丘・三富地区では、児童生徒数

の減少を理由とした安易な統廃合を進めるべきでなく、これまで小学校・中学校が一体

となって行ってきたコミュニティ・スクールなどの教育活動の経緯と成果を活かし、令

和８年４月に新しい義務教育学校を開設していくこととなりました。 

この笛川学園は、現笛川小学校・笛川中学校の校舎を利用し、分離型として令和８年

４月に開校いたします。 

開校後は、現笛川中学校敷地において校舎の改修・増築や校庭等の整備を進め、令和

１０年度から一体型での授業開始を目指してまいります。 

「山梨市立笛川学園 義務教育学校施設整備事業基本設計業務委託者選定プロポーザ

ル」（以下「本プロポーザル」という）は、施設の基本設計を発注するにあたり、多

くの経験と豊かな発想力及び高度な技術力を有し、山梨市の考えに柔軟に対応できる

委託者を選定することを目的とします。 

なお、本プロポーザルは具体的な設計案を求めるものではなく、委託候補者の選定の

ために必要な技術提案を求めるものとします。 

 

2. 業務概要 

（1）業務名 

山梨市立笛川学園 義務教育学校施設整備事業基本設計業務 

（2）業務内容 

山梨市立笛川学園 義務教育学校施設（改修、増築）の建設工事における基本設計

を行う。 

業務範囲  

・基本設計業務 

・概算工事費算出業務 

・概略工事工程表作成 

・完成予想図の作成 

・地質調査業務 

・基本設計内容についての説明 
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・その他、基本設計業務に必要な業務（但し、協議による） 

業務外（別途発注業務） 

・用地現況測量業務 

・実施設計業務（施設及び外構） 

・積算業務 

・各種申請図書の作成 

・什器物品計画業務 

・交付金等申請に係る支援 

・工事監理業務 

（3）履行期間 

契約締結日の翌日から令和 8年 8月 31日（月）まで 

（4）契約限度額 

26,000,000円（消費税及び地方消費税含む） 

（5）支払条件 

業務完了検査及び成果品引渡し後に支払うこととする。 

 

3. 計画概要 

（1）建物用途 

教育施設（令和 6年国土交通省告示第 8号（以下、告示第 8号という）別添二第

七号） 

（2）計画場所 

山梨市牧丘町窪平 1100番地 

（3）敷地面積 

建物敷地：10,052㎡ 運動場敷地(ﾌﾟｰﾙ等含む)：17,890㎡ 

（4）敷地条件 

都市計画区域外 

（5）建物規模 

改修部 次の既存中学校校舎棟及び給食室の必要箇所。 

屋内運動場断熱空調設備設置を含む。 

名  称 校舎棟 屋内運動場 給食室 スクールバス車庫 

延べ面積 3,853 ㎡ 1,280 ㎡ 148 ㎡ 272 ㎡ 

構  造 ＲＣ造 鉄骨造 ＲＣ造 鉄骨造 

階  数 地上４階 地上１階 地上１階 地上１階 

増築部 1,000㎡程度 

（6）建物構造 

    増築部 
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2階建て以下を原則とする。 

耐震構造を基本とし、構造の種別については木造も可とする。 

耐震安全性の分類は「官庁施設の総合耐震計画基準」により、次に示す性能を目

標とする。 

・構 造 体 ： Ⅱ類 

・建築非構造部材 ： Ａ類 

・建 築 設 備 ： 乙類 

（7）駐車場 

計画敷地内に利用者駐車場を 40 台程度、車いす利用者を含むハートフル駐車場

を 4台程度整備する。 

（8）事業項目 

増築工事費(40万円/㎡程度)・既存校舎改修工事費(20万円/㎡程度)とする。 

※基本及び設計・工事監理等委託費除く。 

※各種申請料除く。 

※遊具・什器等備品費除く。 

（9）その他 

事業の概要及び方針については以下の資料を参照すること。 

・山梨市立義務教育学校設置基本計画 

・敷地資料 

・その他山梨市各種計画 

 

4.  プロポーザル事務局 

〒405-8501 

山梨県山梨市小原西 843 

TEL. 0553-22-1111 

FAX. 0553-23-5357 

山梨市役所 学校教育課 学校管理担当 

E-Mail. gakkokyoiku@city.yamanashi.lg.jp 

 

5. 参加要件 

（1）参加者の構成 

単独の 1者とする。 

（2）参加者の資格要件等 

ア 山梨県内に本社・本店を有する者。 

イ 提出日現在、山梨市の入札参加資格者名簿に記載されている者。 

ウ 「山梨市入札参加資格者名簿」に登載するために、当年度の競争入札参加資
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格定期審査の申請を行った者。（但し、審査の結果において有資格者とならな

かった場合には失格とする） 

エ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しな

い者。 

オ 本プロポーザルの公告日から委託契約の締結日までに、国または地方自治体

から指名停止措置を受け、指名停止期間中でない者。 

カ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 条）に基づく更正手続開始の申立てがな

されていない者。 

キ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 条）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者。 

ク 破産法（平成 16年法律第 75条）に基づく破産手続開始の申立てがなされて

いない者。 

ケ 会社法（平成 17年法律第 86条）に基づく特別精算開始の申立てがなされて

いない者。 

コ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 2 条第 2 号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者ではない

者。 

サ 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条の規定により、一級建築士事務

所の登録を行っている者。 

シ 本プロポーザルの告示日から起算して過去 6 ヶ月以上の直接的かつ恒常的

な雇用関係にある一級建築士が 2名以上所属している者。 

ス 平成 27 年 4 月 1 日から令和 7 年 12 月 31 日までに実施設計が完了している

業務で、日本国内における延べ面積 600㎡以上（※1）の同種施設（※2）また

は類似施設（※3）の新築・改築・増築工事に関する設計業務を受託（※4）し

た実績を有する者。 

※1 改築または増築工事においては、改築または増築部分の延床面積が

600㎡以上であり、複合施設の場合には同種または類似施設に該当す

る部分の延床面積が 600㎡以上であること。また、倉庫・車庫等の付

属棟の面積は含まない。 

※2 同種施設とは、国土交通省告示第 8 号別添二の第七号（教育施設）

の施設とする。 

※3 類似施設とは、国土交通省告示第 8号別添二の第八号（専門的教育・

研究施設）、第十一号（福祉・厚生施設）または第十二号（文化・交

流・公益施設）のうち、同種業務以外の公共施設とする。 

※4 元請けまたは設計共同企業体で受託した業務とし、設計協力（下

請け）としての業務は除く。なお、設計共同企業体としては出資
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比率が 20%以上の業務に限る。 

 

6. 業務実施上の条件 

（1）管理技術者 

次に掲げる資格要件を満たす管理技術者を配置すること。 

ア 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 2 条第 2 項の規定に基づく一級建築

士であること。 

イ 参加者と本プロポーザルの告示日から起算して過去 6 ヶ月以上の直接的か

つ恒常的な雇用関係にあること。 

ウ 本業務にあたる管理技術者は、技術提案書提出書類において記載された者と

し、死亡・入院等の特別な理由があると市の担当者が認めた場合を除き、原則

として変更することはできない。 

エ 管理技術者は各担当主任技術者を兼務することはできない。 

（2）主任技術者 

次に掲げる資格要件を満たす主任技術者を配置すること。 

ア 建築（総合）担当主任技術者は、建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 2条

第 2項の規定に基づく一級建築士であること。 

イ 建築（総合）担当主任技術者は、参加者と本プロポーザルの告示日から起算

して過去 6ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

ウ 建築構造・電気設備・機械設備・積算の各担当主任技術者をそれぞれ 1名配

置すること。 

エ 本業務にあたる管理技術者は、技術提案書提出書類において記載された者と

し、死亡・入院等の特別な理由があると市の担当者が認めた場合を除き、原則

として変更することはできない。 

（3）業務の再委託（設計協力） 

建築構造・電気設備・機械設備・積算の各担当主任技術者については、業務協力を

求める他の設計事務所等（以下、協力事務所という）の技術者を配置することがで

きる。但し、協力事務所となる者は次の条件を満たしていること。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しな

い者。 

イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 条）に基づく更正手続開始の申立てがな

されていない者。 

ウ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 条）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者。 

エ 破産法（平成 16年法律第 75条）に基づく破産手続開始の申立てがなされて

いない者。 
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オ 会社法（平成 17年法律第 86条）に基づく特別精算開始の申立てがなされて

いない者。 

カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 2 条第 2 号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者ではない

者。 

キ 設計上、建築士法第 10 条の 2 の 2 第 4 項に規定する構造設計一級建築士が

携わらなければならない場合においては、その協力事務所に所属している資

格保有者が本業務に携わらなければならない。但し、参加者の中に本業務に携

わることが可能な同資格者が所属している場合には、この限りではない。 

ク 設計上、建築士法第 10 条の 2 の 2 第 4 項に規定する設備設計一級建築士が

携わらなければならない場合においては、電気または機械設備設計の協力事

務所に所属している資格保有者が本業務に携わらなければならない。但し、参

加者の中に本業務に携わることが可能な同資格者が所属している場合には、

この限りではない。 

 

7. 参加に関する制限 

（1）参加者が提出できる参加表明書及び技術提案書はそれぞれ 1点のみとする。 

（2）本プロポーザルに参加する者に協力事務所として名簿に記載した者は、他の参加者

の協力事務所となることはできない。 

（3）協力事務所は、本プロポーザルに自ら参加者として参加することはできない。 

（4）本プロポーザルの選定委員会の委員が、自ら設立、または役員・顧問等として実質的

に関係する者の参加は認めない。 

 

8. 実施要領等の配布 

山梨市ホームページからダウンロードすること。 

 

9. 参加表明書の提出 

本プロポーザルに参加する者は参加表明書等を次のとおり提出すること。 

（1）提出期間 

令和 8年 1月 20日（火）から令和 8年 1月 22日（木）まで 

（平日午前 9時から午後 5時まで） 

（2）提出場所 

事務局 

（3）提出方法 

持参または郵送（書留郵便に限る）とする。 

（郵送の場合は提出期間内必着とする） 
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（4）提出書類 

別紙「作成要領」参照 

 

（5）現地見学会 

    日時：令和 8年 1月 15日（木曜日）、1月 16日（金曜日） 

 いずれも午後 2時から午後 5時までの間 

※ 見学希望の場合は、学校教育課学校管理担当（電話：0553-22-1111 内

線 2314）まで事前に連絡すること。 

 

10. 技術提案書の提出 

参加表明書等の提出書類により一次審査を行い、その結果を通知する。技術提案書

の提出要請があった者は技術提案書等を次のとおり提出すること。 

（1）提出期間 

令和 8年 2月 12日（木）から令和 8年 2月 19日（木）まで 

（平日午前 9時から午後 5時まで） 

（2）提出場所 

事務局 

（3）提出方法 

持参または郵送（書留郵便に限る）とする。 

（郵送の場合は提出期間内必着とする） 

（4）提出書類 

別紙「作成要領」参照 

 

11. 質問書の受付及び回答 

本プロポーザルの実施にあたり質問がある場合には、様式第 7 に内容を簡潔に記載

し、次のとおり提出すること。 

（1）参加申請書等に係る質問の提出期間 

令和 8年 1月 13日（火）から令和 8年 1月 15日（木）午後 5時まで 

（2）技術提案書等に係る質問の提出期間 

令和 8年 1月 28日（水）から令和 8年 1月 29日（木）午後 5時まで 

（2）提出場所 

事務局 

（3）提出方法 

ア 電子メールでの受付とする。 

イ 質問書を作成の上、メールに添付すること。 

ウ 件名は「山梨市立笛川学園 義務教育学校施設整備事業基本設計業務プロポ
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ーザル参加表明（または技術提案）質問書」とする。 

エ メール送信後、電話にて受信確認を行うこと。 

（4）回答方法 

参加表明書に係る質問の回答は令和 8 年 1 月 19 日（月）までとし、技術提案書に

係る質問の回答期限は令和 8年 2月 3日（火）とし、山梨市ホームページに随時掲載

し個別回答は行わない。 

12. 審査 

審査は、山梨市立笛川学園 義務教育学校施設整備事業基本設計業務委託者選定プロ

ポーザルの評価基準に基づき行う。 

一次審査は書類審査とし、3者程度を選定する。審査結果は選定・非選定ともに通知

する。選定された者については技術提案書提出要請書を送付する。 

二次審査には、技術提案書に基づいたプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、

総合的に審査する。 

（1）一次審査 

審査日     令和 8年 1月 23日（金） 

審査結果通知日 令和 8年 1月 27日（火）（電子メール） 

（2）二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング） 

ア 審査日 令和 8年 2月 26日（木） 

（各者の審査開始時間、場所については別途通知する） 

イ 出席者 配置予定管理技術者及び主任技術者とし、PC 操作者を含め 3 名ま

でとする。 

ウ 審査時間 

プレゼンテーション 20分 

ヒアリング     10分程度 

エ その他 

①提出した技術提案書以外の追加資料は認めない。 

②プレゼンテーションは配置予定管理技術者が中心となって行うこと。 

③PC・プロジェクターは各自用意すること。 

※事前申し出により、市のプロジェクターを利用可とする。ただし、PC接続

ケーブル等は各自用意すること。 

（入場からプレゼンテーション開始の 5分以内でセットすること） 

（3）委託候補者の選定方法 

ア 評価は、二次審査の評価点を合算し総合点で評価する。 

イ 最高点のものが複数の場合には、二次審査のテーマ(3)の得点が高い者を委

託候補者とする。 

（4）審査結果 
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候補者選定後、提案者全員に審査結果を通知する。 

（5）失格事項 

次の事項に該当する者は失格とする。 

ア 提出した書類に虚偽の記載をした者。 

イ 本プロポーザルの要領に示した作成方法及びプレゼンテーション方法の条

件に違反した者。 

ウ 提出書類の提出方法、提出期限を守らない者。 

エ 評価の公平性に影響を与える行為を行った者。 

オ 選定結果に影響する不正行為を行った者。 

 

13. 契約手続 

（1）委託候補者と山梨市の間で、委託内容等について協議・調整を行った上で委託契約を

締結する。 

（2）候補者が特別な理由により契約を締結しない場合には、理由書を添えて辞退届を提

出し、委託候補者は次順位者とする。 

 

14. その他 

（1）参加表明書提出後に辞退する場合には、具体的な理由を記載した書面にて辞退を届

けること。（任意書式） 

（2）参加表明書・技術提案書等の提出後の差替及び再提出は認めない。但し、市から追加

資料の要求があった場合は除く。 

（3）提出書類は返却しない。 

（4）提出書類は提出者に無断で使用しない。 

（5）プロポーザル参加費用は自己負担とする。 

（6）各種補助事業等の活用をするため、地方債借入額を極力抑えた事業とすることを目

標とする。 


